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伐
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皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、四
〇
四
・
九
二

岩
木
川
下
流

〃

五
〇
五
・
五
二

岩
木
川
上
流

〃

八
六
四
・
六
二

平
川

〃

四
〇
九
・
一
八

浅
瀬
石
川

〃

六
五
五
・
三
二

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、〇
一
〇
・
一
四

青
森
地
区

〃

八
二
四
・
三
二

下
北
東
部

〃

一
、二
六
六
・
四
二

下
北
西
部

〃

九
二
二
・
九
〇

上
北
地
区

〃

一
五
五
・
七
六

七
戸
川

〃

五
五
六
・
七
〇

奥
入
瀬
川

〃

五
一
四
・
一
六

馬
淵
川
下
流

〃

七
二
九
・
九
七

新
井
田
川

〃

一
五
六
・
一
二

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
八
〇
・
二
八

�
�
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岩
木
川
下
流

〃

三
〇
〇
・
〇
〇

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
五
九
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
六

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

八
〇
・
三
四

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
六
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
九
・
二
〇

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
一
六

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
五
・
四
一

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
九
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

三
・
二
八

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
一

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
六
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
〇
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青
森
県
告
示
第
八
百
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九

年
九
月
十
九
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
横
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
三
五

横
浜
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
三
五

横
浜
町
長

野
坂
充

二

埋
立
区
域

１

位
置

上
北
郡
横
浜
町
字
家
ノ
前
川
目
三
六
三
か
ら
二
九
の
二
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①

の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
二
秒
九
七
九
一

東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
三
秒
〇
一
八
七

②
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
二
四
八
八
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三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
二
・
九
四

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

〃

三
〇
・
九
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

二
・
七
四

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

二
六
・
七
六

八
戸
市

〃

〇
・
五
〇

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
八
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
六
・
四
八
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東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
〇
秒
四
九
〇
二

③
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
九
四
一
三

東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
〇
秒
六
一
八
九

④
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
六
六
七
一

東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
三
秒
一
八
九
九

⑤
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
五
五
七
九

東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
三
秒
一
六
九
六

⑥
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
五
六
二
五

東
経

一
四
一
度
一
五
分
一
三
秒
一
二
七
二

３

面
積

一
、
二
八
八
・
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
施
行

平
成
二
十
三
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規

則

(

昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

学
説
試
験

平
成
二
十
三
年
二
月
十
六
日

(

水)

実
地
試
験

平
成
二
十
三
年
二
月
十
七
日

(

木)

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
二
二
の
二

青
森
歯
科
技
工
士
専
門
学
校

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

(

火)

か
ら
同
月
十
二
日

(

水)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場

合
は
同
月
十
二
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
交
付
す

る
。試

験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
の
公
告

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
を
公
告
し
、
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案

１

八
戸
市
大
字
三
日
町
一
三
の
二
、
一
三
の
三
、
一
三
の
四
、
一
三
の
五
、
一
三
の
七
、
一
三

の
八
、
一
三
の
九
、
一
三
の
一
一
、
一
三
の
一
二
、
一
三
の
一
三
、
八
戸
市
大
字
番
町
二
六
の

一
、
二
六
の
二
、
二
六
の
三
、
二
六
の
四
、
二
七
、
三
〇
の
八
、
三
〇
の
九
、
三
一
の
三
、
三

一
の
四

２

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
六
の
一
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一

３

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
の
一
、
八
戸
市
大
字
番

町
三
九
、
四
〇
の
三
、
四
〇
の
四
、
四
一
の
二
、
四
一
の
三
、
四
二
、
四
三
の
一
、
四
三
の
二

４

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
の
一
、
一
の
三
、
二
の
一
、
二
の
三
、
三
の
一
、
八
戸
市
大
字
番

町
四
四
の
一
、
八
戸
市
大
字
堤
町
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
五
の
二
、
一
六
の
一
、
一
六
の

三
、
一
七
の
一

５

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
七
の
二
、
一
七
の
三
、
一
七
の
四
、
一
七
の
五
、
一
七
の
六
、
八
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戸
市
大
字
十
六
日
町
四
の
一
、
四
の
二
、
四
の
三
、
四
の
四
、
四
の
五

二

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

三

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る

者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
の
公
告

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
第
二
種
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
を
公
告
し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案

１

八
戸
市
大
字
八
日
町
四
三
の
一
、
四
四
の
一
、
四
五
、
四
六
、
四
七
、
四
八
、
八
戸
市
大
字

朔
日
町
一
、
二
、
三

２

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
〇
の
一
、
八
戸
市
大
字
六
日
町
一
六
の
二
、
一
七

３

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
一
の
一
、
八
戸
市
大
字
六
日
町
一
四
、
一
五
、
一
六
の
一

二

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
と
す
る
。

三

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る

者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	
� �� 第3322号�� �



� �

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
帝
産

二

代
表
者
の
氏
名

木
村

康
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
二
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
一)

第
四
八
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に

係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
帝
産

二

代
表
者
の
氏
名

木
村

康
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
二
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
四
八
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

寺
下
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

寺
下

寅
五
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
上
中
坪
三
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
三
〇
〇
二
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
一
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者

平
成
二
十
二
年
十
月
十
七
日
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資

格
試
験
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
六
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
は
四
十
五
問
中
三
十
一
問
以
上
正
解
の
者

と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

理
事
長

板

倉

英

則
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受

験

番

号

氏

名

受

験

番

号

氏

名

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
二

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
三

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
六

〇
二
〇
一
〇
〇
一
四

〇
二
〇
一
〇
〇
一
六

〇
二
〇
一
〇
〇
二
三

〇
二
〇
一
〇
〇
四
八

〇
二
〇
一
〇
〇
五
四

〇
二
〇
一
〇
〇
五
六

〇
二
〇
一
〇
〇
五
九

〇
二
〇
一
〇
〇
九
〇

〇
二
〇
一
〇
〇
九
六

〇
二
〇
一
〇
〇
九
八

〇
二
〇
一
〇
一
〇
三

〇
二
〇
一
〇
一
〇
八

〇
二
〇
一
〇
一
〇
九

〇
二
〇
一
〇
一
二
〇

〇
二
〇
一
〇
一
二
三

〇
二
〇
一
〇
一
三
二

〇
二
〇
一
〇
一
三
八

〇
二
〇
一
〇
一
四
五

〇
二
〇
一
〇
一
五
二

〇
二
〇
一
〇
一
八
二

〇
二
〇
一
〇
一
九
一

〇
二
〇
一
〇
二
二
一

〇
二
〇
一
〇
二
二
八

〇
二
〇
一
〇
二
三
三

〇
二
〇
一
〇
二
三
六

〇
二
〇
一
〇
二
三
九

〇
二
〇
一
〇
二
七
三

〇
二
〇
一
〇
二
七
八

〇
二
〇
一
〇
二
九
四

〇
二
〇
一
〇
三
〇
一

〇
二
〇
一
〇
三
〇
三

〇
二
〇
一
〇
三
〇
四

〇
二
〇
一
〇
三
〇
八

花

田

俊

博

浅

田

武

夫

加

藤

理

奈

椛

本

大

晶

小

林

睦

美

斗

沢

広

孝

野

崎

広

大

林

貴

之

佐
々
木

千

夏

佐

藤

奈
緒
美

城

戸

裕

子

豊

川

忠

幸

中

堤

大

介

猪

股

智
恵
美

赤

田

ち
ひ
ろ

黒

瀧

昭

仁

工

藤

詩

織

千

�

敦

子

福

澤

友
里
子

神

武

光

苫
米
地

周

司

三

上

誠

水

上

雄

哉

種

市

正

之

齋

�

真

梨

木

村

大

吾

工

�

慎

一

松

林

茂

美

相

馬

貴

志

石

田

健

児

成

田

治

三

上

真

平

松

倉

拓

治

工

藤

正

道

山

本

敏

浩

嵯

峨

祐

子

〇
二
〇
一
〇
三
一
二

〇
二
〇
一
〇
三
一
五

〇
二
〇
一
〇
三
一
七

〇
二
〇
一
〇
三
三
三

〇
二
〇
一
〇
三
三
四

〇
二
〇
一
〇
三
三
八

〇
二
〇
一
〇
三
四
三

〇
二
〇
一
〇
三
五
二

〇
二
〇
一
〇
三
八
一

〇
二
〇
一
〇
三
八
五

〇
二
〇
一
〇
三
八
六

〇
二
〇
一
〇
三
九
〇

〇
二
〇
一
〇
三
九
二

〇
二
〇
一
〇
三
九
八

〇
二
〇
一
〇
四
〇
〇

〇
二
〇
一
〇
四
〇
四

〇
二
〇
一
〇
四
〇
六

〇
二
〇
一
〇
四
一
一

〇
二
〇
一
〇
四
一
九

〇
二
〇
一
〇
四
二
〇

〇
二
〇
一
〇
四
二
二

〇
二
〇
一
〇
四
三
〇

〇
二
〇
一
〇
四
三
八

〇
二
〇
一
〇
四
五
二

〇
二
〇
一
〇
四
五
五

〇
二
〇
一
〇
四
九
〇

〇
二
〇
一
〇
四
九
三

〇
二
〇
一
〇
四
九
六

〇
二
〇
一
〇
五
〇
二

〇
二
〇
一
〇
五
〇
四

〇
二
〇
一
〇
五
〇
五

〇
二
〇
一
〇
五
一
三

〇
二
〇
一
〇
五
一
五

〇
二
〇
一
〇
五
一
七

〇
二
〇
一
〇
五
二
六

〇
二
〇
一
〇
五
二
九

川

�

智

昭

横

山

智
一
郎

水

上

慎

也

澁

谷

惇

白

取

幸

悦

菊

池

政

昭

大
久
保

健

二

坂

本

啓

悟

渡

邊

信

二

佐

藤

教

子

五
日
市

弘

子

小

野

昭

彦

工

藤

信

司

楢

舘

拓

志

前

田

厚

子

皆

川

拓

菊

池

覚

田

村

恭
一
郎

赤

平

千
奈
津

谷

本

雄

平

村

川

誠

大

石

健

一

金

修

永

外

崎

瑞

穗

藤

平

知

宏

川

浪

倫

範

後

藤

孝

生

釜

谷

洋

子

鳴

海

公

史

樋

口

玄

樹

永

野

篤

子

三

上

耕

司

中

川

貴
世
仁

三

上

義

行

出

町

奈
美
子

田

中

健

一

〇
二
〇
一
〇
五
四
二

〇
二
〇
一
〇
五
四
六

〇
二
〇
一
〇
五
七
五

〇
二
〇
一
〇
五
八
四

〇
二
〇
一
〇
五
八
八

〇
二
〇
一
〇
五
九
三

〇
二
〇
一
〇
五
九
七

〇
二
〇
一
〇
六
〇
四

〇
二
〇
一
〇
六
一
五

〇
二
〇
一
〇
六
二
一

〇
二
〇
一
〇
六
二
六

〇
二
〇
一
〇
六
四
五

〇
二
〇
一
〇
六
五
六

〇
二
〇
一
〇
六
八
三

〇
二
〇
一
〇
六
九
二

〇
二
〇
一
〇
六
九
四

〇
二
〇
一
〇
七
〇
二

〇
二
〇
一
〇
七
〇
七

〇
二
〇
一
〇
七
四
五

〇
二
〇
一
〇
七
六
八

〇
二
〇
一
〇
七
七
二

〇
二
〇
一
〇
七
七
七

〇
二
〇
一
〇
七
七
八

〇
二
〇
一
〇
七
八
三

〇
二
〇
一
〇
七
八
七

〇
二
〇
一
〇
七
九
二

〇
二
〇
一
〇
八
〇
三

〇
二
〇
一
〇
八
〇
五

〇
二
〇
一
〇
八
一
〇

〇
二
〇
一
〇
八
一
三

〇
二
〇
一
〇
八
一
七

〇
二
〇
一
〇
八
五
七
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